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廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

◆
市
役
所
で
手
続
き
す
る
も
の

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
）

小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕
作
業
用
・
そ

の
他
特
殊
作
業
用
）

ミ
ニ
カ
ー

■
手
続
場
所
／
税
務
課
・
各
支
所

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

●
廃
車
の
場
合
／
①
標
識
交
付
証
明
書

か
登
録
票
②
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
③
届

出
者
の
本
人
確
認
書
類

●
名
義
変
更
の
場
合
／ 

①
標
識
交
付
証

明
書
か
登
録
票
②
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

※
番
号
変
更
さ
れ
る
場
合
③
届
出
者
の

本
人
確
認
書
類

◆
市
役
所
以
外
で
手
続
き
す
る
も
の

３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車

■
手
続
場
所
／
軽
自
動
車
検
査
協
会
兵

庫
事
務
所
（
神
戸
市
東
灘
区
御
影
本
町

１
‐
５
‐
５
）
☎
０
５
０-

３
８
１
６-

１
８
４
７

２
輪
の
小
型
自
動
車
、
軽
２
輪
（
１
２
５

ｃ
ｃ
を
超
え
る
も
の
）

■
手
続
場
所
／
神
戸
運
輸
監
理
部
兵
庫
陸

運
部
（
神
戸
市
東
灘
区
魚
崎
浜
町
３
４
‐
２
）

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
６
６

◆
手
続
き
は
、
代
行
し
て
い
る
自
動
車
販

売
店
や
団
体
で
も
可
能
で
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
有
者
な
ど

は
、
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
免
申
請
の
新
規
受
付
は
、
４
月
３
日

（
月
）
か
ら
５
月
24
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

現
在
減
免
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
３
月

中
に
継
続
用
の
減
免
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。
減
免
の
届
出
内
容
に
変
更
が
な
い
場

合
は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
度
途
中
に
名
義
変
更
・
買
い

替
え
を
し
た
場
合
は
、
新
た
に
申
請
が
必

要
で
す
。
必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
早
め

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

軽自動車税

light vehicle tax
　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
を
納
め
る

の
は
、
４
月
１
日
時
点
で
、
原
動
機
付

自
転
車
・
軽
自
動
車
・
二
輪
の
小
型
自

動
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
す
る

人
で
す
。
市
外
へ
の
転
出
や
死
亡
、
売

買
な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

３
月
上
旬
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名
義

変
更
を
し
て
も
、
払
い
戻
し
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

車
両
を
処
分
し
て
も
、
市
役
所
な
ど

で
廃
車
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
軽
自
動

車
税
が
か
か
り
ま
す
。
廃
車
日
・
名
義

変
更
日
は
、
陸
運
局
な
ど
で
の
手
続
き

の
完
了
日
で
す
。
手
続
代
行
業
者
な
ど

を
利
用
す
る
場
合
は
、
依
頼
日
か
ら
手

続
き
完
了
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

廃
車
、
名
義
変
更
な
ど
の
手
続
き
は

お
早
め
に
！

軽
自
動
車
税
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
４
月
１
日
時
点
で
原
動
機
付
自
転
車
・
軽

自
動
車
な
ど
を
所
有
す
る
人
が
納
め
る
税
金
で
す
。
転
出
や
死
亡
、
売
買

な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
３
月
上
旬
ま
で
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
税
金
の
減
免
な
ど
も
併
せ
て
期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
検
査

協
会
で
納
付
情
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
確
認

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
継
続
検
査
窓

口
で
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が
原
則
不

要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
口

座
振
替
・
ス
マ
ホ
決
済
の
方
に
送
付
し

て
い
た
納
税
証
明
書
（
は
が
き
）
は
令

和
５
年
度
か
ら
廃
止
し
ま
す
。

【
注
意
点
】

◆
２
輪
の
小
型
自
動
車
（
排
気
量
２
５
０

ｃ
ｃ
を
超
え
る
も
の
）
は
、
従
来
ど
お
り

紙
の
納
税
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
納
税
後
す
ぐ
に
継
続
検
査
を
申
請
し

た
い
場
合
は
、
金
融
機
関
の
窓
口
や
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
で
支
払
い
い
た
だ
き
、
納

付
書
に
添
付
し
て
い
る
継
続
検
査
用
の

納
税
証
明
を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、
市

役
所
に
て
紙
の
納
税
証
明
書
を
取
得
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
に

つ
い
て

軽
自
動
車
の
車
検
は
納
税
証
明
書
が

原
則
不
要
に

　

軽
自
動
車
税
の
納
税
は
納
め
忘
れ
の

な
い
口
座
振
替
が
お
す
す
め
で
す
！

通
帳
・
印
鑑
を
持
っ
て
、

利
用
の
金
融
機
関
で
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

税
務
課
（
本
庁
舎
内
）
☎
82
‐
２
０
７
０

申

口
座
振
替
が
便
利
で
す
！

問

特
集
：
令
和
５
年

二
十
歳
の
つ
ど
い

特
集
：
令
和
５
年

二
十
歳
の
つ
ど
い

特
集
：
令
和
５
年

二
十
歳
の
つ
ど
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
―
ド

軽
自
動
車
税

市
政
フ
ラ
ッ
シ
ュ

市
長
コ
ラ
ム
ほ
か

情
報
ひ
ろ
ば

お
知
ら
せ
・
募
集
ほ
か

情
報
ひ
ろ
ば

子
育
て
関
連
情
報

情
報
ひ
ろ
ば

相
談
・
コ
ラ
ム

図

書

館

健
康
生
活

ま
ち
と
ぴ

は
ぴ
た
ん

掲
示
板
・
戸
籍


